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社会福祉法人八郎潟町社会福祉協議会 

介護予防・日常生活支援総合事業  

第１号訪問事業 訪問型サービス 

重 要 事 項 説 明 書 
 

当事業所は利用者に対して第１号訪問事業 訪問型サービス（以下「訪問型サービス」という。）を提供

します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明し

ます。 

 

※当サービスの利用は、原則として「要支援」、「事業対象者」と認定された方が対象となります。認定を

まだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

１．事業者 

名 称 社会福祉法人 八郎潟町社会福祉協議会 

所 在 地 秋田県南秋田郡八郎潟町字家ノ後２３番地の３ 

電 話 番 号 ０１８－８７５－３８７１ 

代 表 者 氏 名 会長 伊藤 則彦 

設 立 年 月 昭和５１年３月１７日 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 種 類 第１号訪問事業 訪問型サービス 

事 業 の 目 的 

「要支援」、「事業対象者」にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な

限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確

保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、訪

問型サービスを提供することを目的とする。 

事 業 所 の 名 称 八郎潟町社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

事 業 所 の 所 在 地 秋田県南秋田郡八郎潟町字家ノ後２３番地の３ 

電 話 番 号 ０１８－８７５－３８７１ 

管 理 者 氏 名 畠山 一将 

事業所の運営方 

針について 

利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努め、

利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の軽減や悪化の防止、

さらには要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができ

るよう、適切なサービスの提供に努める。 

開 設 年 月 平成１９年４月 

事業者が行ってい

る他の業務 

訪問介護           

障害福祉サービス 

居宅介護支援 

地域密着型通所介護 

第１号通所事業 通所型サービス 
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３．事業実施地域及び営業時間 

(１) 通常の事業の実施地域 

八郎潟町、五城目町、井川町 

 

(２) 営業日及び営業時間、緊急連絡受付 

営 業 日 
月曜日から金曜日(ただし、必要に応じ土･日曜日、祝祭日及び 12 月 30

日から 1 月 3 日についても対応をいたします。) 

営 業 時 間 午前８時３０分から午後５時３０分 

サ ー ビ ス 提 供 時 間 
午前８時３０分から午後５時３０分(ただし、必要に応じ早朝、夜間の対応を

いたします。) 

緊 急 連 絡 受 付 
緊急を要する事態が発生した場合は下記の連絡先にて受付いたします。 

連絡先：０９０－５８３３－１８９６(事業所携帯) 

 

 

４．職員の体制 

当事業所では、利用者に対して訪問型サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置し

ています。 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、介護保険における指定基準に準じております。 

職 種 常勤 非常勤 職務の内容 

１．管理者 １ ０ 従業者及び業務の管理 

２．サービス提供責任者 ４ ０ 

事業の申し込みに関する調整 
介護員への技術指導 
介護予防訪問介護計画の作成、内
容の管理 等 

３．居宅介護従事者(ホームヘルパー) ４ 6 
訪問型サービスの提供 
業務の記録・整備 等 

 (１)介護福祉士 ４ 2  

(２)訪問介護養成研修１級(ヘルパ

ー1 級)課程修了者 
０ ０  

(３)訪問介護養成研修２級(ヘルパ

ー２級)課程修了者 
０ 4  

(４)訪問介護養成研修３級(ヘルパ

ー３級)課程修了者 
０ ０  

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者の居宅に訪問し、サービスを提供します。 

また、当事業所が提供するサービス利用料金は介護保険から給付される場合と利用者が全額を負担 

いただく場合があります。 

 

(１)事業の給付の対象となるサービス(契約書第４条参照) 

以下のサービスについては、利用料金の大部分(※通常９割)が介護保険から給付されます。※所得

に応じて８割又は７割の給付となる場合もあります。 
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＜訪問型サービス計画等＞ 

サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画または総合事業によるサービス計画において、以下 

の支給区分が位置づけられ、１週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、訪問型サ 

ービス計画において具体的な実施内容、実施日及び１回あたりの時間数等を定めます。 

１週間あたりのサービス回数 単位数 

週１回程度の利用が必要な場合（事業対象者・要支援１・要支援２） １，１７６単位 

週２回程度の利用が必要な場合（事業対象者・要支援１・要支援２） ２，３４９単位 

週２回を超える程度の利用が必要な場合（事業対象者・要支援２） ３，７２７単位 

ただし、利用者の状態の変化等により、サービス計画に定められた目標達成度等を踏まえ必要に応じ 

て変更することがあります。 

また、サービス提供量がサービス計画に定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、関係 

機関と連携を図り、サービス計画の変更又は要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支 

援を行います。 

 

＜サービスの概要＞ 

① 身体介護 

○入浴介助 ･･･ 入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などをします。  

○排泄介助 ･･･ 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

○食事介助 ･･･ 食事の介助を行います。 

○体位変換 ･･･ 体位の変換を行います。 

○通院介助 ･･･ 通院の介助を行います。 

〇自立生活支援のための見守り的援助 ･･･ 日常生活動作能力（ADL）意欲向上のために利用者と 

共に家事等を行いながら、安全を確保し、常時介護で 

きる状態で行う見守りを行います。 

② 生活援助 

訪問型サービスは、自立支援の観点から、利用者ができる限り自ら家事等を行うことができるように 

支援することを目的としています。 

そのため、下記のサービスは、例えば利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うな 

ど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。 

○調理 ･･･ 利用者の食事の用意を行います。(利用者以外の家族の調理は行いません。) 

○洗濯 ･･･ 利用者の衣類等の洗濯を行います。(利用者以外の家族の洗濯は行いません。) 

○掃除 ･･･ 利用者の居室の掃除を行います。(利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行 

いません。) 

○買物 ･･･ 利用者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け 

入れは行いません。) 

 

＜サービス利用料金＞ 

〇利用料金は１ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画または総合事業によるサービス計画

において位置づけられた支給区分によって次のとおりとなります。 
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また、利用者の体調不良や状態の改善等により訪問型サービス計画に定めた期日よりも利用が少 

なかった場合、又は訪問型サービス計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割 

引又は増額はしません。 

支給区分 週１回程度 週２回程度 週２回を超える程度 

１．基本利用料（総額） １１，７６０円 ２３，４９０円 ３７，２７０円 

２.うち介護保険給付額 

１割 １０，５８４円 ２１，１４１円 ３３，５４３円 

２割 ９，４０８円 １８，７９２円 ２９，８１６円 

３割 ８，２３２円 １６，４４３円 ２６，０８９円 

利用料         

（自己負担金） 

（１－２） 

１割 １，１７６円 ２，３４９円 ３，７２７円 

２割 ２，３５２円 ４，６９８円 ７，４５４円 

３割 ３，５２８円 ７，０４７円 １１，１８１円 

〇月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっ 

ても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。 

  ①月途中に要介護から要支援又は事業対象者に変更となった場合 

  ②月途中に要支援又は事業対象者から要介護に変更となった場合 

  ③同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

〇月途中で区分が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を 

計算します。 

〇利用者がまだ認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただ 

く場合があります。その場合、認定を受けた後、自己負担額を除く金額が払い戻されます(償還払い)。 

また、介護予防サービス計画または総合事業によるサービス計画が作成されていない場合も償還 

払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載 

した「サービス提供証明書」を交付します。 

〇給付額に変更があった場合、変更がされた額に合わせて、利用者の負担額を変更します。 

 

【その他加算】 

◎初回加算  １月につき２００単位(２００円)を加算 

新規に訪問型サービスを利用する場合、その事業所のサービス提供責任者が初回若しくは初回の属 

する月に訪問型サービスを行った場合、又は訪問介護員が初回若しくは初回の属する月の訪問型サー 

ビスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合に１ヶ月につき２００単位(２００円)が加算されま 

す。 

 (初回の考え方) 

○認定後、初めて訪問型サービスを利用される月 

○要介護から要支援又は事業対象者と認定され初めて訪問型サービスを利用されるとき 

○過去、２ヶ月間訪問型サービスを利用しておらず(入院・入所、その他の理由により)、その後再び訪 

問型サービスを利用される場合 
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◎介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）  

 基本利用料（総額）に各種加算・減算率を加えた金額に １４．５％を加算（小数点以四捨五入） 

【例】おおむね週に１回程度サービスを利用された場合 

     １，１７６円 × １４．５％ ＝ １，３４７円 

【例】おおむね週に２回程度サービスを利用された場合 

     ２，３４９円 × １４．５％ ＝ ２，６９０円 

【例】おおむね週３回程度サービスを利用された場合 

     ３，７２７円 × １４．５％ ＝ ４，２６７円 

 

◎時間外加算（介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象） 

平常の時間帯(午前８時から午後６時)以外の時間帯でサービス提供した場合は次の割合で利用料金 

に割増料金が加算されます。 

  ・夜間(午後６時から午後１０時)：２５％ 

  ・早朝(午前６時から午前８時) ：２５％ 

  ・深夜(午後１０時から午前６時)：５０％ 

 

◎訪問介護員が２人で共同サービス提供した場合 

（介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象） 

２人の訪問介護員が共同してサービス提供する必要がある場合、ご契約者の同意の上で、通常の 

利用料金の２倍の料金をいただきます。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第５条参照) 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額が利 

用者の負担となります。(金額につきましては上記サービス料金表を参照ください。) 

    例えば、支給限度額を超えて平常の時間帯(午前８時から午後６時)以外にサービス提供した割増 

料金は保険給付対象外となります。 

また、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、利用者に対し変更を行う日の２ 

ヵ月前までに変更内容を説明します。 

 

（３）交通費(契約書第８条第６項参照) 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サ 

ービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただく場合があります。交通費が発生する場合は、お 

住まいの地区に応じてかかる金額を説明し、同意を得た上で徴収するものとします。 
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（４）利用料金のお支払い方法(契約書第８条第１項から第５項及び第７項参照) 

前記(１)、(２)の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２５日までに以下のいず 

れかの方法でお支払いください。 

ア．金融機関口座からの自動引き落とし 

 ご利用できる金融機関：北都銀行、秋田信用金庫、あきた湖東農協、ゆうちょ銀行 

イ．現金徴収 

 担当者が、請求書・領収書を持参し、現金で徴収させていただきます。 

※やむを得ない場合は現金徴収といたしますが、原則として口座自動振替をご利用ください。 

 

(５)利用の中止、変更、追加(契約書第９条参照) 

利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービ 

スの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業所に申し出て 

ください。 

なお、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取 

消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由 

がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 一律５００円 

また、サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により利用者の希望す 

る期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 

 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

(１)サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

 

(２)訪問介護員の交替(契約書第６条参照) 

①利用者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当訪問介護員が業務上不適当と認められる 

事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して訪問介護員の交替を申し出ること 

が出来ます。ただし、利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

②事業所からの訪問介護員の交替 

   事業所の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

   訪問介護員を交替する場合は利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じな 

いよう十分に配慮するものとします。 
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(３)サービス実施時の留意事項(契約書第７条参照) 

①定められた業務以外の禁止 

   利用者は「５．当該事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業所に依頼 

することはできません。 

②訪問型サービスの実施に関する指示・命令 

   サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、事業所はサービスの実施 

にあたって利用者の事情・意向等に十分配慮するものとします。 

③備品等の使用 

   サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。

また、訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

 

(４)訪問介護員の禁止行為(契約書第１３条参照) 

訪問介護員は、利用者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③利用者の家族等に対するサービスの提供 

④利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙及び飲酒 

⑤利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

(５)サービス提供責任者  

サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申し込みに関する調整や訪問型サービス計画 

作成など、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点があったりサービス内 

容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。 

なお、訪問介護員に直接お話くださってもかまいません。 

 

＜サービス提供責任者の業務＞ 

①サービスの利用の申し込みに関する調整 

②利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

③関係機関等との連携(サービス担当者会議への出席など) 

④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示 

⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握 

⑥訪問介護員の業務管理 

⑦訪問介護員の研修、技術指導 

⑧その他サービスの内容の管理に関する必要な業務 
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７．サービス実施の記録について 

(１)サービス実施記録の確認 

本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にそ 

の内容のご確認をいただきます。内容に間違いやご意見があればいつでも申し出てください。なお、訪 

問型サービス計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より５年間保存いたします。 

 

(２)利用者の記録や情報の管理、開示について 

本事業所では、関係法令(及び社会福祉法人八郎潟町社会福祉協議会個人情報保護規程)に基づ 

いて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。 

 

 

８．緊急時における対応方法 

(１)病状の急変等について 

サービスの提供中において利用者に病状等の急変が生じた場合は、速やかに主治医、救急隊、緊急 

時連絡先(家族等)に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者へ報告いたします。 

 

(２)天災その他災害の発生について 

サービスの提供中において天災その他災害が発生した場合は、必要により利用者の避難の措置を講 

ずる他、管理者へ連絡の上その指示に従うものとします。 

 

 

 

主 治 医 

病院名 
及び 

所在地 

 

氏  名 
 

電話番号 
 

 

緊急時連絡先 

(家族等) 

氏名(続柄)                 続柄（    ） 

住  所 
 

電話番号 
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９. ハラスメントについて 

事業所は正当な理由なく、サービスを拒否することはないが下記のような行為があり、ハラスメントに 

該当するとみなされる場合、利用を中止させていただくとともに該当市町村に報告させていただく場 

合があります。  

 ・訪問介護員に対する身体的暴力 

 直接的、間接的を問わず、力を用いて危害を及ぼす行為 

 ・訪問介護員に対するセクシャルハラスメント 

 意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求、性的嫌がらせ行為等 

 ・訪問介護員に対する精神的暴力 

 人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけおとしめる行為 

 

 

１０.虐待防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次にあげる通り必要な措置を講じま

す。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 畠山 一将 

② 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

③ 成年後見制度の利用を支援します。 

④ 苦情解決体制を整備しています。 

⑤ 訪問介護員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

⑥ 介護相談員を受け入れます。 

⑦ サービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

 

１１.身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合

など、利用者本人または他人の生命・親愛に対して危険が及ぶことが考えられるときは利用者に対して

説明同意を得た上で次に揚げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合

は身体拘束を行って日時、理由及び対応等についての記録を行います。 

また事業者として身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

① 緊急性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が

及ぶことが考えられる場合に限ります。 

② 非代替性・・・身体拘束以外に利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止

することが出来ない場合に限ります。 

③ 一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は直ちに

身体拘束を解きます。 
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１２．損害賠償保険への加入(契約書第１５条参照) 

 本事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

   保険会社名   損害保険ジャパン株式会社 

   保険名     『社協の保険』総合補償プラン 

   補償の概要   サービス中の利用者への損害、器物破損などに対して補償 

 

 

１３．苦情の受付について(契約書第２２条参照) 

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

〇八郎潟町社会福祉協議会 

〔苦情受付担当者〕 田 中 有 香 

〔苦情解決責任者〕 藤 井 範 子 

電話番号  ０１８－８７５－３１００ 

ＦＡＸ番号  ０１８－８７５－３８７２ 

対応時間  月曜日～金曜日 ８：３０から１７：３０まで 

苦情処理第三者委員 

氏名 住所 電話番号 

八 柳 春美子 八郎潟町一日市４０-１２ ０１８-８７５－２４８１ 

三 戸    悟 八郎潟町字昼寝下６８-９６ ０１８-８７５－２９９２ 

谷 村 明 美 八郎潟町一日市２８６-３ ０１８-８７５－４０５０ 

 

 

○次の公的機関においても苦情申出等ができます 

八郎潟町役場健康福祉課 

所在地   八郎潟町大道８０番地 

電話番号  ０１８－８７５－５８０８ 

FAX 番号   ０１８－８７５－３０９６ 

対応時間  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５まで 

五城目町役場健康福祉課 

所在地   五城目町西磯ノ目１丁目１－１ 

電話番号  ０１８－８５２－５１８０ 

利用時間  月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５まで 

井川町役場健康福祉課 

長寿福祉班 

所在地   井川町北川尻字海老沢樋ノ口７８－１ 

電話番号  ０１８－８７４－４４１７ 

利用時間  月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５まで 

秋 田 県 国 民 健 康 保 

険 団 体 連 合 会 

所在地   秋田県秋田市山王４丁目２－３ 

電話番号  ０１８－８８３－１５５０ 

FAX 番号   ０１８－８８３－１５５１ 

利用時間  月曜日～金曜日 ９：００～１７：００まで 
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上記同意を証明するため、本書２通を作成し、利用者と本会の双方が署名のうえそれぞれ一 

部ずつ保有します。 

 

 

 

第１号訪問事業 訪問型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を

しました。 

 

（説 明 日）     令和  年   月   日 

 

（所在地）    秋田県南秋田郡八郎潟町字家ノ後２３番地３ 

 

（事業所名）   社会福祉法人 八郎潟町社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

                                （管理者 畠山 一将） 

           

説明者  職名 ：                    氏名                       

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、第１号訪問事業 指定訪問介

護サービスの提供に同意いたしました。 

 

令和  年  月  日 

 

（利 用 者）   住 所                                      

          

氏 名                                     

 

 

利用者の身体状況により署名が難しいため、利用者本人の意思を確認のうえ家族等が 

   利用者に代わって署名を代筆しました。 

 

（家族等）   住 所                                     

        

氏 名                                      

             （利用者との関係                       ） 


